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政府・東京電力統合対策室合同記者会見 

 

日時：平成２３年７月１２日（火）１６：３０～１８：４２ 

場所：東京電力株式会社本店３階記者会見室 

対応：細野大臣、園田大臣政務官（内閣府）、森山原子力災害対策監（原子

力安全・保安院）、坪井審議官（文部科学省）、加藤審議官（原子力

安全委員会事務局）、松本本部長代理（東京電力株式会社） 

＊文中敬称略 

 

 

○司会  

ただ今から政府・東京電力統合対策室合同記者会見を開催いたします。始め

に、細野大臣から、あいさつ及び冒頭発言があります。 

 

＜冒頭あいさつ＞ 

○細野大臣 

連日、記者会見にお運びいただきまして、ありがとうございます。このとこ

ろ、国会日程等ございまして、私がなかなかこの統合会見に出席することがで

きておりませんで、大変皆さんには御迷惑をおかけしています。できる限りス

ケジュールの調整をしてと思っておるのですけれども、なかなか調整がつかな

い日が多くなっておりまして、そこは是非、御容赦をいただきたいというふう

に思っております。私からは、1 点、今日は冒頭で報告をさせていただきます。

もう既に福島の方では発表していることでありますけれども、3号機の窒素の封

入の配管、ホースが接続されたということでございます。窒素の封入というの

は、水素爆発の危険性をなくす上で非常に重要なプロセスというふうに、従来

から考えておりました。ただその一方で、3号機の場合には、建屋の中の放射線

量というのが、1号機、2号機と比較しても非常に高いということがありまして、

この 3 号機についても窒素の封入については、いろんな困難が指摘をされてま

いりました。今回、この後、東京電力の方からまた若干詳し目に説明があるか

もしれませんけれども、現場の皆さんが、かなりの事前の準備をして、それで

もある程度の放射線量を浴びるということには、どうしてもならざるを得なか

ったわけでありますが、そういった状況を乗り越えてこの配管が接続できたと

いうことは、本当に心から現場を称賛したいと考えております。現在、保安院

の方で、窒素が入った場合の放射線の外部への影響について慎重な検討が行わ

れているということでございますので、それを待ちたいというふうに思ってお

りますが、配管そのものが接続をされたということでございますので、第 1 ス
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テップの大きな課題の一つであった目標達成に向けて、本当に寸前のところま

で来ているのではないかというふうに思っております。そのことをまず、現場

の状況も含めて御報告をさせていただきたいと思います。以上でございます。 

 

○司会  

本日、大臣は公務により、5 時 20 分頃退席します。また、園田政務官は後ほ

ど到着する予定です。それでは、式次第に従って進めます。最初は環境モニタ

リングの状況です。まずは東京電力からの説明です。 

 

＜環境モニタリングについて＞ 

○東京電力 

 東京電力の松本でございます。それでは、発電所敷地周辺の環境モニタリン

グの状況につきまして、3件御報告させていただきます。まず 1点目は、空気中

の濃度の状況でございます。資料のタイトルを申し上げますと、「福島第一原子

力発電所敷地内における空気中の放射性物質の核種分析の結果について」とい

うことで、サブタイトルが第 109 報となっているものでございます。こちらは

発電所の敷地の西門、それから第 2原子力発電所のモニタリングポストの 1番、

それから 2 号機に対しまして風下のポイントということで、昨日は西門に当た

りましたけれども、その 3 か所でのモニタリングの状況でございます。ページ

めくっていただきまして、2枚目の表面のところに測定結果、3枚目のところに

経時変化の方を書かせていただいておりますが、ほぼ横ばい、ないしは若干の

減少傾向というふうに考えております。続きまして、海水の状況でございます。

資料のタイトルを申し上げますと、「福島第一原子力発電所付近の海水からの放

射性物質の検出について」、サブタイトルが111報となっているものになります。

こちらは、発電所の沿岸部 4 か所、それから沖合の各地点におきますサンプリ

ングの結果でございます。ページをめくっていただきまして、2枚目の表面の方

から各分析結果を記載させていただいております。4枚目の表面の下の段から経

時変化の方がございますけれども、横ばい、ないしは若干の減少傾向というふ

うなことと見ております。最後になりますが、茨城県沖の海水中における放射

性物質の核種分析の結果がありますので御報告させていただきます。資料のタ

イトルを申し上げますと、「茨城県沖における海水中の放射性物質の核種分析の

結果について」続報 14 になります。こちらは茨城県の沿岸 3km の地点での海水

のサンプリング調査の結果でございますが、ページをめくっていただきまして 2

枚目のところに書かせていただいております。5か所の地点の上層部、下層部の

ところ、それぞれサンプリングいたしましたけれども、いずれの地点において

も ND、検出限界未満という状況でございます。東京電力からは以上でございま
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す。 

 

○司会  

次に、文部科学省からの説明です。 

 

○文部科学省 

 文部科学省の坪井でございます。お手元に「環境モニタリングの結果につい

て」という資料をお配りしております。まず全国的な調査でございますが、都

道府県別の環境放射能水準調査の結果、全国の大学の協力による空間放射線量

の結果、定時降下物、上水、いずれも大きな変化はございません。また、発電

所周辺の空間線量率、積算線量、それからダストサンプリングなど、それから

海域の調査、こちらについてもいずれも大きな変化がないという状況でござい

ます。以上でございます。 

 

○司会  

続いて、原子力安全委員会からのコメントです。 

 

○原子力安全委員会事務局 

 原子力安全委員会事務局の加藤です。私からは「環境モニタリング結果の評

価について」という 7月 12 日付の原子力安全委員会の 1枚紙、裏表にコピーし

てございます紙と、参考資料、1枚目が横長で、福島県の地図になってございま

す。こちらを用いて説明いたします。 

1 の空間放射線量、それから 2の放射性物質濃度は特段大きな変化ございませ

ん。航空モニタリングについては、昨日と同じ記述になっていまして、前回と

の比較など、文科省からより詳細な説明を受けた上で、また評価をきちんと行

いと思っています。4の環境試料の関係でございますけれども、裏面に行ってい

ただきまして、かつ、参考資料の方は 14 ページでございます。これは、東京電

力が 30km 圏内で行いました海水、7 月 9 日採取でありますけれども、1 つのポ

イントでセシウムが出ておりますけれども、濃度限界以下ということでござい

ます。5 の全国の放射能水準調査も、特段大きな変化はございません。上水で、

宮城県につきまして、7月 5日採取の上水で、セシウムが 0.3 Bq/kg 出ておりま

すけれども、摂取制限値に比べればはるかに下回っているという状況でござい

ます。私からは以上です。 

 

○司会  

続きまして、各プラントの状況についての説明です。東京電力より説明いた
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します。 

 

＜プラント状況について＞ 

○東京電力 

 それでは、東京電力から福島第一原子力発電所の状況につきまして、御報告

させていただきます。まず「福島第一原子力発電所の状況」ということで、A4

縦の裏表の 1 枚物を御確認ください。まず、タービン建屋の方、たまり水の処

理の状況でございますけれども、午前中の会見で御報告させていただいたとお

り、本日午前 8時 51 分、凝集沈殿装置におきまして薬液注入ラインの接続部付

近に漏えいを確認いたしまして、漏えい箇所の修理のため、水処理装置の方を

停止いたしております。引き続き、RO 膜によります淡水化処理、それから原子

炉への注水の方は、バッファタンクからの注水を継続いたしております。なお、

この原因につきましては、お手元の方に修理の状況につきまして参考資料とい

う形で写真を配付させていただいております。まず、水処理装置、薬液漏えい

の箇所の修理でございますけれども、こちらの写真の方をごらんください。ま

ず、漏えいした場所に関しましては、先般 7月 10 日に発生した漏えい箇所と同

じ箇所でございます。薬液注入ラインといわゆる処理水の母管を接続するノズ

ルがございますけれども、そこの接続金具のところから漏えいしたということ

でございます。原因につきましては、最初つけた金具につきましては、当初ポ

リ塩化ビニールでの金具から、ねじ込み具が割れたということがございまして、

鋳鉄、鋳物に替えておりましたけれども、その鋳物のところから、今回流れて

おります薬品、硫酸第二鉄の水溶液でございますけれども、それによります腐

食が発生いたしまして、漏えいに至ったものというふうに考えております。こ

の鋳物の金具は亜鉛めっきを施しておりましたので、当初、耐食性があるとい

うふうに考えておりましたけれども、今回のような形になってしまいましたの

で、交換部品といたしましてはステンレスの金具に交換いたしております。下

側の修理後の写真につきましては、ステンレスの金具に交換した写真でござい

ます。なお、漏えいした量に関しましては約 10L ということで、この漏えい水

に関しましては、堰の中に留まっているという状況でございます。今後、この

リークチェックの方を現在行っておりますので、リークチェックで問題なけれ

ば、水処理システムの方の運転を再開したいというふうに考えております。そ

れから、発電所の状況の方のペーパーに戻っていただきまして、下の段になり

ます。トレンチ立坑、それからたまり水の移送状況、立坑の水位等に関しまし

ては、本日午前中の状況を記載させていただいております。会見終了時までに

最新値の方をお届けしたいというふうに考えています。それから裏面の方にま

いりまして、放射性物質のモニタリングに関しましては、先ほど御紹介したと
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おりです。それから使用済燃料プールの冷却でございますけれども、本日、4号

機に対しまして、午前 11 時 22 分から、4号機の原子炉ウェルへの水張りを行う

ということで、作業の方を開始いたしましたけれども、注水ホースの接続部か

ら漏水がございましたので、午後 0 時 3 分に、水張りとしては停止いたしまし

た。したがいまして、注水できた水といたしましては、当初予定 130t でござい

ますけれども、5t にとどまったという状況でございます。こちらの方は、注水

は淡水でございますので、放射性物質等を含まない水ということになります。

漏水があった箇所につきましては、明日、交換をいたしまして、再度リークチ

ェックの後、ウェルの方の水張りを再開する予定でございます。圧力容器の注

水、原子炉の状況、それから格納容器内の窒素ガスの封入につきましては、こ

の表のとおりでございます。その他の作業でございますけれども、瓦れきの撤

去等に関しましては、会見終了時までに本日の実績をお届けしたいと思ってお

ります。それから、細野大臣の方から冒頭、御紹介くださいましたけれども、3

号機の格納容器への窒素封入の配管の接続工事に関しましては、本日 13 時 30

分から開始いたしまして、13 時 45 分に終了いたしております。作業員の人数と

いたしましては、当社の社員 8 名が従事いたしまして、そのうち 5 名が原子炉

建屋の中に入ったという状況でございます。そのほか、この作業の状況を監視

するという意味で、Packpod による監視を行っていた者が、社員 1名と協力企業

作業員の方 3 名ということで、別に 4 名の人がおります。なお、今回の作業に

関しましては、計画線量 10mSv で作業に取りかかったわけでございますけれど

も、最大の者が 13.5mSv、最小の者が 3.54mSv ということでございます。計画線

量を超えてしまいましたけれども、作業環境といたしましては高線量であった

ことと、この者は現場の指揮者でございましたので、比較的そういった作業を

する時間が長かったのではないかというふうに推定いたしております。作業関

係につきましては以上です。なお、3号機の窒素封入に関しましては、現在、原

子力安全・保安院さんの方で評価が行われているという状況でございます。こ

の評価結果を待ちまして、実際の窒素封入を開始したいというふうに考えてお

ります。それから、放射性物質のモニタリングの状況です。お手元に 2 種類の

資料がございますので、御報告させていただきます。1 つ目は、「福島第一原子

力発電所取水口付近で採取した海水中に含まれる放射性物質の核種分析の結果

について」ということで、7月 11 日採取分ということでございます。こちらは、

2号機、3号機の取水口付近で高濃度の汚染水が漏出したという観点から、毎日

サンプリングを行っているものでございます。ページをめくっていただきまし

て、2枚目以降、サンプリング結果を記載させていただきました。4枚目から経

時変化の方を御確認ください。ほぼ横ばい、ないしは減少傾向でございますの

で、高濃度の汚染水の漏出はないというふうに判断いたしております。それか
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らサブドレンの核種分析の結果でございます。資料のタイトルを申し上げます

と、「福島第一原子力発電所タービン建屋付近のサブドレンからの放射性物質の

検出について」7 月 11 日採取分でございます。こちらの方は、毎週月水金の週

3日、サンプリングをいたしまして、その結果を公表させていただいておるもの

でございます。ページをめくっていただきまして、2枚目のところに 1号機から

6号機、それから発電所の敷地の西側にございます深井戸のところでのサンプリ

ング結果になります。2 号機のサブドレンのところで、セシウム 137 が 1.2×

101Bq/cm3 ということで検出されております。経時変化については、3 枚目以降

を御確認ください。それから、本日、熱中症の作業員の方が 2 名発生いたして

おりますので御報告させていただきます。お一人の方は、本日午前 11 時 40 分

頃、4号機の廃棄物処理建屋におきまして、使用済燃料プールの循環冷却の配管

設置作業に従事していた作業員の方が体調不良を訴えられたので、作業終了後、

休憩所で休憩しておりましたけれども、回復しないということで、免震重要棟

の医務室に来られたということでございます。意識等あり、自力歩行は可能な

状況でございましたので、点滴を受け、お医者様の診断を受けまして、15 時頃

御帰宅されたということでございます。この方は、40 歳代の男性の方でござい

まして、本日の作業状況といたしましては、10 時 30 分頃から仕事を開始いたし

まして、11 時 30 分に休憩に入ったという状況になります。休憩中に気分が悪い

状況が戻らないということで、11時40分頃体調不良を訴えられたので、その後、

免震重要棟に来られたというような状況でございます。なお、もう一人の方に

ついては、東電の社員でございまして、福島第一で仕事をした後、第二原子力

発電所に戻ったときに体調不良を訴えたということで、詳しい状況については

分かっておりません。分かり次第、御報告させていただきたいと思います。東

京電力からは以上でございます。 

 

○司会  

これから質疑に入ります。質問事項は冒頭にまとめて簡潔にお願いします。

なお、回答に関する再質問はお受けいたします。質問の際には、誰に対する質

問であるかを明確にしていただくようお願いします。それでは、質問のある方

は挙手をお願いします。そちらの。 

 

＜質疑応答＞ 

○朝日新聞 杉本 

Ｑ：朝日新聞の杉本と申します。細野さんに 3つお伺いします。まず、止水壁 

 の件なんですけれども、一部報道などであったとは思うんですけれども、そ

れを作られる時期や政府の関与の仕方について、改めて教えてください。 
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 更に、1Ｆの廃炉に向けた中長期的課題の検討のチームの件ですけれども、こ

れは、どういった時期にどういったものを今後公表されていくのかというも

のが、今の段階で分かっているところで教えてください。あと、最後 1 点な

んですけれども、現在福島の学校の子どもについては、1日 8時間 200 日とい

う基準で、目安として 1mSv という基準があると思うんですけれども、子ども

を 24 時間 365 日の基準として、今後、政府として作られる御予定があるかど

うかということをお聞かせください。もしなければ、作らない理由などあり

ましたら教えてください。以上です。 

 

Ａ：（細野大臣）まず、止水壁ですけれども、現在作っておりますロードマッ 

 プの中で、これまで第 1 ステップから第 2 ステップにかけての、第 2 ステッ

プの作業期間中は、検討期間というふうになっておったんですが、できるだ

け検討期間を短くしまして、第 2 ステップ中に着手できるようにということ

で、現在最終調整に入っておりまして、まだ固まっておりません。政府の関

与についても、今、正に政府内で検討中でござまして、どういった形で国が

直接・間接的な関与の在り方ができるのか、今、正に調整しているところで

ございます。ただ、結果を出さなければいけませんので、できるだけ早く完

成をするように、東京電力と政府の役割分担を今、考えているところでござ

います。2点目の廃炉ですが、これは先々週ですか、私が大臣に就任した次の

日に、原子力委員長の方に廃炉に向けた様々な検討を始めてもらいたいとい

うことで要請をいたしました。少し前から様々な研究はしていただいており

まして、正式に、中長期的な廃炉に向けての政府としての検討の場を、原子

力委員会を中心に作っていただこうと、今、考えております。これも、来週

辺りに対外的にも皆さんへお示しをできるようにできればしてまいりたいと

思っています。3点目、学校の基準については、文科省の方で責任を持ってや

っている件で、私、直接関与してないものですから、文科省の方から、今の

時点で分かっていることを答えてもらいたいと思います。 

 

Ａ：（文科省）文部科学省の方では、5月にお示ししました、学校において年間   

1mSv 以下を目指すということでやっております。それに付随するというか、

学校以外のことの中でも、いわゆる通学路とか、周囲の生活環境の除染とい

うものを進めていこうということで、これは政府全体の中で今も取り組んで

やっていっているところでございます。 

 

Ｑ：はい、ありがとうございます。済みません、追加で質問させてください。 

 まず止水壁の件なんですけれども、具体的にいつ工事着手とか、どれほどの  
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止水壁を作るのかということはまだ未定なんでしょうかということが 1 点で

す。廃炉の件なんですけれども、来週公表されるのは、どこまで公表される

ということなんでしょうか。ある程度、ロードマップを示されるのか、検討

メンバーが決まりましたというところを発表されるのか、来週の発表内容と

いうのを教えてください。あともう一点、通学路ですけれども、これも結局

目安の基準を作られるとなると、学校外のことになると、文科省さんはなか

なか基準は作られないと思うので、政府として何か音頭を取るといいますか、

政府が先頭に立って決められることが一番なのかなと思うのですが、その点

はいかがでしょうか。 

 

Ａ：（細野大臣）止水壁については、正に検討期間で今おっしゃったようなこと 

 を検討するということですね。これはなかなか難しい工事になりますし、い

ろんな方法が考えられますので、それを今、できるだけペースを上げて検討

しているということです。廃炉のやり方については、まだ明確な検討ができ

ているという状況ではありませんので、来週皆さんにお示しをするのは、検

討の場所をどういった形で設定するのか、枠組みですね、それについてお知

らせをするということです。最後の学校の部分は、学校というのは文部科学

省の所管ですので、文部科学大臣を中心に、責任を持ってやっていただくべ

き場だと思っています。したがって、私が関わるのは、正に省庁がまたがっ

てこの原発に由来をして調整が必要だというところについてでございますの

で、今の御質問ということで言うならば、学校の中での 1mSv を目指すという

ことでやっておられますので、そこは文部科学省の仕事というふうに認識し

ています。 

 

Ｑ：済みません、説明が悪かったのでもう一点だけ。学校といいますか、子ど 

 もの生活全体というふうに考えて、子どもは生活全体で、24 時間 365 日で何

か目標の数値を今後決められる予定がないかどうかということをお伺いした

かったのです。 

 

Ａ：（細野大臣）今、モニタリングもやっていますし、除染もやっています。日 

頃の皆さんの生活空間の中で、どういう生活の仕方をしていただくのが最も

危険性が少ないのか、安全なのかということについての方針は、是非出した

いと思って調整をしております。 

 

Ｑ：ありがとうございます。 
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○司会  

次の質問を受け付けますが、大臣は 5時 20 分頃退席しますので、まず大臣へ

の質問を優先してお受けしたいと思います。大臣への御質問ある方、挙手を願

います。そちらの方。 

 

○共同通信 須江 

Ｑ：共同通信の須江と申します。細野大臣に大きく 2点、お伺いいたします。 

 まず先ほど冒頭でお話がございました、第 1 ステップの大きな課題である窒 

素封入について、以前の会見などでも水素爆発を防ぐため重要とおっしゃっ

てきたかと思いますけれども、今回、配管がつながりまして、3号機の窒素封

入開始となりますと、ステップ 1 の大きな課題を達成ということで、ステッ

プ 1 の目標や課題はほぼクリアというふうに捉えてよろしいのでしょうか。

それからもう一点、いわゆるストレステストの関係で、昨日、保安院の方の

ブリーフィングなどで、1次評価の判断、再起動の可否の判断をするのは総理

と 3 大臣になるというふうにおっしゃっていたんですけれども、最終責任者

は複数となると、最終的に判断するのは誰か、責任はどこかということも頭

の方に疑問として浮かぶのですが、大臣のイメージで構わないのでお伺いし

たんですけれども、総理を含め複数の方が合議をして決めるようなイメージ

なのか、それとも大臣の皆さんで合議をして、やはり最終的な判断の結論を

出すのは総理というようなイメージで捉えていらっしゃるのか、その辺、何

か固まっているものがあれば、よろしくお願いします。 

 

Ａ：（細野大臣）まず第 1ステップですけれども、まだ窒素そのものは入ってい 

ませんので、もちろん今日の時点でも前進はしていますけれども、全ての条 

件がそろったというほど楽観はしておりません。ですから、半ばということ

になっておりますので、19 日ということで日を明確に設定をしました。そこ

まで確実に 1 つ 1 つ問題をクリアできるようにするというのがとるべき姿勢

ではないかと思っています。ストレステストなんですけれども、法的な枠組

みとしては、最終的な評価というのを保安院が行い、経済産業大臣がそれを

判断するという枠組みは変わらないわけです。ただ、保安院のこれまでの取

組みも含めて、完全に国民が理解をしたということになっていなかったこと

もあって、安全委員会の助言というものを尊重するということになったわけ

ですね。ですから、これまでの法的な枠組みという意味では、経済産業大臣

が一義的には判断をする。ただ、今回のいろいろな経緯の中で言うならば、

枝野長官であるとか、私も当然そこには加わるという形にはなるんでしょう

し、最終的には総理の判断というのも重要になるということだと思います。
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ですから、この経緯の中で言うならば 4 人とも関わるわけでありますけれど

も、法的には経済産業大臣ですので、一義的には経産大臣の判断ができる限

り尊重されるということになろうかと思います。 

 

Ｑ：済みません、前段の部分でちょっと追加質問なんですけれども、私の言い 

 方も不十分だったんですが、もちろん、まだ窒素封入は始まっていませんが、 

 窒素封入が無事開始されて、入っていることが確認されたということになれ

ば、ステップ 1 としては、課題としてはほぼクリアしたというふうに捉えて

よろしいのでしょか。 

 

Ａ：（細野大臣）私はある時期から、絶対に楽観論には立たないということにし 

ておりまして、第 1 ステップの間に水がきちっと処理できるかも含めて、ま

だ課題があるわけですね。この 1 週間、2 週間はかなり安定をしていますが、

それが果たして来週まで本当に着実に安定しているかということについても

見通すことはできないわけです。ですから、そこは最後まで予断を許しませ

んので、窒素も入っていないし、更には水も、これはまだ完璧にうまくいっ

ているというわけではなくて、今日も朝からトラブルが1つ起こっています。

ですから、そういったことも含めて、第 1 ステップの達成までには、まだし

っかりやらなければならないことがあるということで申し上げました。 

 

Ｑ：そうしますと、窒素封入が大きな課題の 1つではあるけれども、そのほか 

に、今おっしゃられた処理水の問題ですとか、作業員の環境確保の問題です

とか、そういった点にも当然留意しなければならないという理解でよろしい

でしょうか。分かりました、ありがとうございます。 

 

○司会  

次の方。どうぞ。 

 

○テレビ朝日 荒木 

Ｑ：テレビ朝日のワイドスクランブルの荒木と申します。大臣にお伺いします。 

 2 つ質問があるんですけれども、原発シニア隊という 60 歳以上のボランティ

アの人が、行動をしたいということでいっていますけれども、このことにつ

いてどう思われるかということと、どういうことを期待されるかということ

が 1 点。もう一点は、菅総理が今日、原発は国有化するということを国会で

話されたということを聞いているんですけれども、それについてどう思われ

るか。この 2点についてお答えください。 
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Ａ：（細野大臣）まずシニア隊なんですけれども、確か数日前に現場に行かれて、 

実際に見てこられたというふうに聞いておりまして、その後の状況について、

申し訳ありません、ちょうどロードマップのこともあったものですから、具

体的に把握をしていませんので、確認をしてみたいと思います。私がシニア

隊の皆さんにこれから役割を果たしていただくということで感じております

ことは、まずは現場がありますから、そういった意味ではその中でシニア隊

の皆さんがそれぞれ持っておられる能力がきっちりマッチングする形で発揮

をできるのが、まず大前提になろうかと思います。そのときに、当然、過酷

な環境ですから、ある程度の年齢の方にとっては本当にそれが可能かどうか

という実現可能性についても検証が必要だと思っておりまして、その 2 つが

クリアされるということが、一つ前提ですね。その上で、今、日本はこうい

う危機的な状況にあるわけですから、そこで自ら直接、今日、現場視察です

か済みません、失礼しました。今日、行っておられると聞いておりますので、

まだ確認をしていませんけれども、そういう中で、そういう思いを持ってら

っしゃる方の、そういう熱い気持ちをしっかりと受け止めるというのは、事

故の収束にとってもプラスではないかというふうに思っておりますので、前

に申し上げた 2 つの条件がクリアされるのであれば、何らかの形で役割を果

たしていただければ大変有り難いというふうに思っています。2つ目の原発国

営化という話については、済みません、私、総理の答弁を確認をしておりま

せんので、確認をした上で、改めてお答えしたいと思います。 

 

○司会  

次に、そちらの前の女性の方。 

 

○テレビ朝日 永吉 

Ｑ：テレビ朝日の永吉と申します。細野大臣と、あと東京電力の松本さんにも

お伺いしたいんですが、今日の日本経済新聞の朝刊に、武藤副社長のインタ

ビューが載っておりました。夏場の電力供給についてなんですが、西日本の

電力会社への融通も検討しているというふうに出ていたんですけれども、東

京電力管内で電力制限令も出ている中、この夏場の需給関係について何か変

化があったのか、西に融通できるような余力が出てきたのかという事実関係

と、あと、こういったことについて、細野さんには、どういったふうに捉え

られているかということをお聞きしたいと思います。 

 

Ａ：（東電）今のところ当社といたしましては、需給バランスが非常に厳しい状 
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況でございますので、現時点では私どもの方から、西側 60 ヘルツ地域の方へ

の電力融通に関しましては想定しておりません。逆に、60 ヘルツ地域からの

電力融通に関しましては、期待したいというふうに考えています。それは以

前から申し上げているとおり、私どもの需給計画に変更はございません。し

かしながら、その日その日の電力の需給状況に応じて、当社側に余力がある

というような場合には、他電力、西側の電力の方から要請がありましたら、

余力の範囲でそういった要望には応えていきたいとは考えております。 

 

Ａ：（細野大臣）御質問のは、武藤副社長ではなくて、藤本副社長ということで 

すね。今、記事を拝見しました。これは、断片的に一部を切ってコメントに 

なっている記事ですので、どういう文脈でこういうことをおっしゃったのか

というのは分からないので、これについてコメントというと、全体を把握し

ない中でコメントをするのは余り好ましくないかなと思います。ただ、東京

電力の今、置かれている状況を考えれば、まずは東京管内でできるだけ安定

供給を維持していただくということだと思いますので、それをまず一義的に

果たされることが大前提だろうと思います。実はその先に、今、松本さんが

おっしゃったような、何らかの融通の可能性があるのであれば、それは全部

否定するつもりはありませんが、まずは東電管内の電力供給について万全を

期していただきたいというふうに思います。 

 

Ｑ：基本的な考え方としてちょっとお聞きしたいんですけれども、その電力制  

限令の解除をせずに、例えば節電要請は引き続きしながら西に融通するとい

うこともあるということなんでしょうか。全国的に原発の再開が非常に厳し

い状況になっている中、全国的な電力不足というのは非常に懸念されていま

すが、その余力というのをどこをもって余力というふうに判断して、余力が

あると西側への融通もというのは、どういった基本的な考えで取り組まれよ

うとされているのか教えてください。電力制限令の解除を含めて、お 2 方に

よろしでしょか。 

 

Ａ：（東電）当社が置かれている立場といたしましては、引き続き電力制限令と 

いう状況でもございますし、需給バランスが非常に厳しい状況であるという

状況には変わりがございません。したがいまして、今回、大前提といたしま

しては、東電管内の需給をきちんと安定供給するということが、私どもの使

命でございますので、そちらの方をまず第一優先としてやっていきたいとい

うふうに考えています。先ほど申し上げたのは、当日の需給状況、例えば関

東圏がたまたま天気が不良で、それほど需要が高まっていないにもかかわら
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ず、西側の方で暑いといったような場合には、当日、当社側に余力が発生い

たしますと、そういう意味では西側への供給余力が出るということになりま

すので、そういった場合には、当然、西側の電気を賄う上での供給はあろう

かと思いますが、いずれにいたしましても、その日その日のやはり余力がど

れぐらい出てくるかによりますので、一概に西側へ供給しますということで

はなくて、東電の認識といたしましては、依然として需給関係は非常に厳し

い状況ということには変わりございません。 

 

Ａ：（細野大臣）ちょっとこの記事では、どういう趣旨でこのことをおっしゃっ 

たのかが分からないので、それについて、これ以上コメントというのは控え 

た方がいいだろうと思います。それと、電力供給そのものについては、エネ 

庁が責任持ってやることですので、確かに御指摘のとおり、制限令がかかっ 

ている中で融通の可能性があるのかどうかということは、当然、それだけ国

民生活に大きな制約を課しているわけですから、エネ庁としても、監督官庁

としても、何らかのやり取りはした上で、電力会社がそれぞれ個別に判断と

いうことではなくて、エネ庁自身も判断すべきところはあるのではないかと

いうふうには思いますね。 

 

Ｑ：そうしましたら、今のところ電力制限令の解除というのは全く見通しが立 

 たないということでよろしいでしょうか。 

 

Ａ：（細野大臣）そこは正にエネ庁そのもので、経産大臣の所管なんですね。で 

 すから、私がそれについて答えるのはちょっと適切ではないので御理解くだ

さい。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございます。 

 

○司会  

次の方。じゃあ、後ろの席の右列の女性の方。 

 

○NPJ 吉本興業 おしどり 

Ｑ：NPJ 吉本興業のおしどりです。よろしくお願いします。細野大臣、以前、被 

 災者生活支援チームの方が会見に来られました。ありがとうございました。

それで、幾つか回答がいただけなかったのを園田政務官にお願いしています

ので、またよろしくお願いいたします。細野大臣、住民の内部被ばくを過去

推定する件なんですけれども、福島県が主体ということで、福島県庁と県民
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健康管理チームと、地域医療課に問い合わせたんですけれども、過去の内部

被ばくは恐らく推定しなくて大丈夫だろう、その予定はないという回答でし

た。それは大変不思議に思ったんですけれども、この内部被ばくという調査

を県が主体でやるということについてどうお考えでしょうか。チェルノブイ

リでも、ウクライナでも、住民の健康調査は国が主体となっておりましたの

で、ここまで県任せ、県が責任を持つということに、少々疑問を感じます。 

 そしてもう一点。7月 21 日から、飯舘から 600 人ピックアップして、JAEA で

ホールボディカウンタを受けるんですけれども、そのデータを福島県と福島

県立医科大が保管するという同意書にサインをしないと、その検査が受けら

れません。それで住民の方には、核種の Bq 数と、預託実効線量のみ渡されま

して、生データやスペクトルピークグラフが欲しいと思っても、そのデータ

は県のみが保有するので渡してもらえないということを聞いています。そう

いう件に関しても、県のみが主体でやることについては、どうお考えでしょ

うか。よろしくお願いします。 

 

Ａ：（細野大臣）ちょっと技術的な御質問なものですから、的確に答えられるか 

 どうか定かではありませんが、内部被ばくについて、確かに調査を始めてお 

 りまして、県がその主体になっています。ただ、予算は国が基本的には全て 

 カバーをしていますし、加えて、放医研を始めとした国の専門家も関与して 

 いますので、県に丸投げということでは決してないと思います。長い目で見

れば、恐らく福島の場合は何十年もこういったしっかりとした検査体制、調

査体制をしいていかなければなりませんので、そこは国の関与の余地はまだ

まだあるだろうと思います。その一方で今、御質問の 2 つ目のデータを県が

蓄積するということに関しては、20 年、30 年継続をしていくためにはどうし

てもやらざるを得ないところであろうと思うんですね。もちろん、まずは第

一に、県民の皆さんの健康に対する不安をできるだけ取り除くというのがこ

の調査の目的ですので、個人のデータは最大限、御本人に渡されるべきもの

だというふうに思います。一方で、それは県が持つべきじゃないというのは、

この調査の目的からいうと、しっかりと継続をしていかなければなりません

し、それこそ、それをこれから活かしていかなければならないということに

なれば、これは必要なことではないかというふうに思います。 

 

Ｑ：ありがとうございます。県が保有することについてではなく、住民が欲し 

 いと思っているデータは全て住民が手に入れられるようになるべきと思うん 

 です。あともう一点。福島県で、早期に避難された方々のフォローという意 

 味でも、福島県だけでなく、国が主体となってフォローアップに入った方が
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いいのではないかと思うんですけれどもいかがでしょうか。 

 

Ａ：（細野大臣）個人のデータ、どういうものが御本人に渡って、県の方でどれ 

 を保有するのかというのは、私の方でも確認をしてみたいと思います。それ 

 と、冒頭で御質問された、これまでの項目については、調べていますので、

ま だ答えが出てないものがたくさんあって申し訳ないんですが、改めてお

答えしたいと思います。最後に御質問になった、早期に出られたというのは、

県の中にいなくなっている人ということですか。福島県におられない方です

ね。そこは確かに調べていただくべき方がおられるとは思います。ただ、ど

こにどういう方がおられるかも含めて、国が直接どこまで関与できているか

ということもありますので、そこはまず一義的には福島県であるとか市町村

のそれぞれの行政の方で、県外に出ておられる方も把握をされていると思い

ますので、そこをしっかりとサポートしていくのが大切ではないかなと思い

ます。ただ、県の外に今、いらっしゃるからといって、検査対象から完全に

除外されるのはおかしな話だと思いますので、御指摘はごもっともだと思い

ます。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございました。 

 

○司会  

あと 5分でございますが、大臣、出られますので、最後に 1名の方。じゃあ、

そちらの方。 

 

○NHK  石川 

Ｑ：細野大臣、お願いします。先ほど、ある時期から楽観論をとらなくなった 

 と述べられましたけれども、そのある時期というのはどの時期で、何で楽観

論をその時期からとらなくなったのかということと、ストレステストについ

て、福島第一の 1 号機については専門家の中でも地震によってかなりの破壊

が起きたのではないかというそれなりの根拠を持った意見があります。そう

いう点を今後のストレステスト、つまり津波だけではなくて地震というもの

の破壊というのをどの程度含められるのかということと、福島第一の 1 号機

については、40 年経ったものを運転を継続させたということがかなり致命的

なものだったように私は思うんですけれども、そういう観点から、同じよう

に老朽化した、例えば玄海の 1 号機であるとか、ほかにもあるわけですけれ

ども、30 数年経った、そういう老朽化した、あるいはかなり年数の経ったも

のについては、ストレステストにそういうところを含めるお考えがあるのか
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どうか、方針を教えてください。 

 

Ａ：（細野大臣）楽観論をある時期からというふうに、確かに申し上げました。 

 ただ、このある時期からというのは、明確にこの日からということではなく

て、私もこの 4 ヶ月、様々な経緯を本当につぶさに見てきた中で、私が希望

的にこうだと思っていたことが異なっていたり、また、思わぬ様々なトラブ

ルが発生したりした。ずうっとそれを経験してきた中で、体験的にそのよう

に感じたということで、ある日から突然そうなったということではありませ

ん。 

 

Ｑ：1つだけで結構ですから、希望的なものが駄目だったと 1つだけ言うとした

らどういう事例だったのでしょうか。 

 

Ａ：（細野大臣）希望的なものですか、それはいろいろありますけど、例えばい 

 ろいろとモニタリングをして、放射線のデータを皆さんに、できるだけ分か 

 り易く、解説なり提供しようという思いでやっておるんですけれども、なか

なかそれが国民の皆さんの間に受け止められていない、これなんかも 1 つの

例ですよね。ですから、どのようにすれば放射能のデータを皆さんにしっか

りと受け止めていただけるのかということについても、日々悩みながら今や

っている。これなんかも 1 つの例だと思います。それと、地震による破壊、

恐らくは高経年化のことを意識しておっしゃっているんだと思いますが、そ

こは正にストレステストをする中で、それこそ古い原子炉や号機がどうのよ

うに評価をされるのかというのをテストするというのが、正にストレステス

トの目的だと思うんですね。ですから、高経年化しているから初めから駄目

とかいいとかいう判断をする必要はなくて、正にその状態に対して特定のス

トレスを与えた場合にどれぐらいの裕度があるかと数字ではっきり出てきま

すから、その中で、古いものは厳しいという評価になるのか古くても大丈夫

という話になるのか、そこは正にストレステストの結果として浮かび上がっ

てくるという種のテストではないかと私は認識しています。 

 

Ｑ：ありがとうございます。 

 

○司会  

それでは、質問を引き続きお受けします。ここの後ろの女性の方。 

 

○フリーランス 政野 
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Ｑ：フリーランスの政野です。よろしくお願いします。細野さんがお帰りにな 

ってしまったので、園田政務官はいらっしゃるんでしたか。 

 

○司会  

まだ、到着されていません。 

 

Ｑ：じゃあ、到着してからにします。 

 

○司会  

次の御質問ある方。じゃあ、そちらの前の方。 

 

○テレビ朝日 荒木 

Ｑ：さっき時間がないということだったので、大臣だけにお伺いしたんですけ 

 れども、東電の方にお伺いしたいんです。大臣にした質問と同じですが、原

発シニア隊、決死隊とも言われている方が今日、視察に入られたということ

なんですが、どういうことをされて、今後どういう体制で何日ぐらいどうい

う作業をされるかということを教えていただきたいことと、もう 1点、今日、

菅総理が国会答弁で、原発の国有化を検討すると発言されているんですけれ

ども、これについてはどう思われているかということををお伺いします。 

 

Ａ：（東電）まず、福島原発行動隊という方々が、本日、福島第一原子力発電所 

 に入られたことは事実でございます。こちらに関しましては、今後、作業す

るに当たって、現場をよく知るという観点から現場の方を御見学されたとい

うことになります。実際に全面マスク、それからタイベック等を着用された

というふうに聞いておりますので、実際の作業環境、あるいは作業の状況が

どういうふうになるのかについて、よく調査されたのではないかというふう

に思っております。なお、今後、どういった作業に携わっていただくかにつ

いては、今の時点では全く決まっておりません。今後、相談させていただく

ことになろうかと思っております。ただ、以前から申し上げたとおり、この

方々は決して決死隊という形で作業に取り組んでいただくものではございま

せん。当然、作業環境、それから被ばく線量等、きちんと管理した上での作

業ということになりますので、何か特別に、いわゆる高線量区域に入ってき

て作業してきて欲しいというようなことを、私どもとしては今のところ考え

ておりません。それから、菅総理大臣の御発言でございますけれども、どう

いった内容の御発言だったかについては確認できておりませんけれども、い

ずれにいたしましても政府それから私どもとよく御相談させていただきたい
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と思っております。 

 

○司会  

続いて質問のある方。 

 

○エネルギーと環境 清水 

Ｑ：エネルギーと環境の清水ですが、保安院の森山さんと安全委員会の加藤 

 さんに伺いたいんです。先日出た統一見解で、運転中及び運転再開待ちの原 

 発の更なる安全性チェックは書いてあるんですが、新増設、これについては

全く触れられていないですね。特に原発の増設の設備については、もう工事

やなんかも随分入っていて、大間とかは、7、8 割方工事進捗率が行っている

ということもあって、やはりこれをどうするんだということは、事業者にと

っても大変な問題であると思うんですね。安全対策が強化されると、それな

りにレイアウトも違ってくるし、あるいは、その新増設自体も認めるかどう

かというそもそも論もあるし、そういうことに統一見解が全く触れていなか

ったというのは何か理由があるのか、それともそこまで熟してないというこ

となのか、それが 1 点です。それから、ストレステストを始めとする一連の

第 1 次、第 2 次チェックというのは、要するに原子力安全委員会がダブルチ

ェックに運転中のものにまで関与するということだろうと思うんですが、そ

うすると、このテストの第 1 次、第 2 次の時間的な、あるいは作業量等から

見てどのくらいのレンジの作業なりにチェックを予定しているのか、その辺

のイメージというか、考え方をちょっと話してもらえませんか。 

 

Ａ：（保安院）保安院でございます。まず新増設についての御質問でございます 

 が、ストレステストを参考にした安全評価といいますのは、欧州でもそうで

すけれども、基本的には稼働中のものを対象にしているというふうに考えて

おります。新増設につきましては、その時点での最新の知見を持って審査さ

れますので、現在、原子力安全委員会でも指針の見直しの検討が進められて

おりますし、これはこれまでも、例えば耐震指針が変わった際には、その審

査中のものは新しい指針で審査をしておりますので、その時点での最新のも

ので安全性の審査をしていく、評価をしていくということになるというふう

に考えております。それから、御質問の趣旨は、第 1 次と第 2 次の評価の作

業量といいますか、大まかなスケジュール的なものということであると思い

ますけれども、今後、保安院といたしまして、実施計画というものを作成し

ていくことになります。こういった中でどこまでできるかは分かりませんけ

れども、ある程度のスケジュール感というものも、もちろん第 1 次と第 2 次
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では、特に第 2 次評価につきましては、欧州のストレステストの実施状況を

踏まえて検討していくということになりますので、第 1 次と第 2 次では、実

施計画といっても少し違ってこようかと思いますけれども、どこまでできる

か分かりませんけれども、ある程度スケジュール感というものも盛り込んで

いければというふうに思っております。 

 

Ａ：（原安委）安全委員会ですけれども、いわゆる 3大臣連名の紙で、なぜ新増 

 設に触れていないかという点については、私ども安全委員会ではこの紙の作

成にはかかわっておりませんので、承知いたしておりませんが、いずれにし

ても、新増設については、安全委員会が法律に基づくダブルチェック、経済

産業大臣が許可するに当たって、諮問を受けて、我々なりに指針に照らして、

炉規法の許可の条件を満たしているかチェックをして答申するということが

あるわけでありまして、最新の知見を用いてそれを行っていくということで

あります。 

それから、いわゆる総合的評価について、時間的あるいは作業量のイメー

ジということでございましたけれども、これについては安全委員会としては、

7月 6日に経済産業大臣の方に、既設の発電用原子炉について総合的評価をし

てくださいと。また、そのために評価手法、実施計画を作って、報告するこ

とを求めるということを要請している状況でありまして、我々としては、保

安院の方から評価手法あるいは実施計画の報告を今、待っている状態ですの

で、時間的あるいは作業量のイメージというのは、今の時点で予断を持って

申し上げることはできないということであります。 

 

Ｑ：追加質問ですが、原子力安全委員会と森山さんに伺いたいんですが、今、 

 新増設の設備については、保安院としてもちろん増設のものなんかは安全審 

 査あるいは手続をずうっとやってきていると思うんですが、これは止めてい

るということなんですか。 

 

Ａ：（保安院）審査そのものは継続しております。 

 

Ｑ：ということは、新増設は従来どおりの対応で進めている、そういうことの 

 理解でいいんですか。 

 

Ａ：（保安院）最新の知見を反映しながらということでございますので、今はそ 

の指針に基づいて、しかしながら更に、例えば耐震評価にしても、今回の地

震あるいは津波の教訓といいますか、得られた知見というものは当然反映し
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ていく。そもそも指針がそういう作りりになっておりますので、それは最新

の知見でもって審査をしていくということになります。また、それについて

安全委員会からのダブルチェックというものは当然あるわけでございます。 

 

Ｑ：もう 1つ最後に、安全委員会なり保安院の今の御説明で、ストレステスト  

の物理的な期間というものについてもう一度伺うんですが、原発の点検につ

いては、それぞれ原発ごとに要する期間というのは違いますけれども、60 日

とか 90 日とかそういうことでこれまで来たと思うんですが、それよりもやは

り相当長くかかるということなんでしょうか。それとプラス、第 2 次チェッ

クというのは、運転は止めてチェックするということが前提なんですか。そ

れともそれが前提ではないんですか。この 3つを教えてください。 

 

Ａ：（保安院）まず、定期検査そのものは、作業量で決まってまいりますので、  

検査の中身というよりも、実際どういう工事をされるかによって決まってま

いりますから、一律に期間が決まっているわけではありません。それから、

ストレステストにつきましては、正に今、評価項目、評価内容というものを

検討しておりますので、そういうものと合わせまして、どこまでできるかは

分かりませんけれども、ある程度のスケジュール感というものが示せればと

いうふうにも思っております。それから、最後は止めてやるのかということ

ですけれども、これは当然動かしながら評価、解析を中心に行うということ

になります。 

 

○司会  

次に質問のある方。ここの一番後ろの方。 

 

○フリー 伊藤 

Ｑ：フリーの伊藤と申します。文科省にお願いします。2点あります。両方と 

 も原子力損害賠償法についてです。1点目は、今日の国会で、3条 1項のただ 

 し書きの事業者の免責の判断は文科省がするというようなことを内閣法制局

長官がおっしゃっていたように聞こえたんですけれども、もしそうだとする

と、それはなぜ文科省なのでしょうか。2点目、文科省がするとなると、その

免責になる天災かどうかの判断というのは、どういう手順と資料でこれから

なされる予定でしょうか。 

 

Ａ：（文科省）文部科学省でございます。大変恐縮なんですが、実は私、安全規 

 制の関係でこの会見に来ておりまして、原子力損害賠償の関係はちょっとす
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ぐにお答えできないものですから、持ち帰って回答するということで、確認、

相談してみたいと思います。 

 

Ｑ：済みません、ありがとうございます。 

 

○司会  

次に質問のある方。そちらの人が早かったです。 

 

○時事通信 野中 

Ｑ：時事通信の野中と申します。松本さんに、水処理システムの漏えいについ 

 て詳しく教えて欲しいんですけれども、鋳鉄製のものは耐食性があると思っ 

 たという言い方をされましたけれども、当然、こういうのは、仕様書とか、

pH どのくらいとか、圧力どれくらいに耐えるというのはあると思うのですけ

れども、どうして鋳鉄製を施したのかというのを 1 点と、もし耐えられない

ものであれば、最初からステンレスをやればいいんじゃないか、その辺の背

景を教えてください。 

 

Ａ：（東電）当初はこの接続治具に関しましては塩ビのものでございましたが、 

 先般、ねじ山のところで亀裂が入って割れたということがございましたので、

塩ビのものから鋳物、鋳鉄に変えております。その際には、中に通る薬品が

硫酸第二鉄ということでございましたので、亜鉛めっきを施してあるもので

あれば、腐食に関しましては問題ないものというふうに判断いたしたものに

なります。ただ、今回実際にはそういう改良したものの、漏えいが発生した

ということで、ステンレスに切り替えたということになります。見ようによ

っては、検討が不十分ではないかというような形になろうかと思いますけれ

ども、やはりこういったものに関しましては、こういう経験を積みながら、

上手く運転していくことが必要ではないかというふうに考えています。それ

から追加の情報でございますけれども、この水処理システムに関しましては、

16 時 28 分に起動いたしまして、58 分に安定運転の方に切り替わっておりま

す。運転の方は、再開いたしました。 

 

Ｑ：そういう知見を積み重ねていくとおっしゃっているなかで、こうやって圧 

 力でもとの汚染水と合流させる構造的な欠陥じゃないか、今までのミスとは

違う性質の不良じゃないかとも思うんですけれども、その辺りについてはい

かがお考えでしょうか。 
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Ａ：（東電）こちらは圧力といいますよりも、薬品に対する耐食性の問題ではな 

 いかと思っています。元々、塩ビというようなことで、耐食性があるという

ふうに思って設計していたと思いますけれども、やはりねじ山のところで亀

裂が入ったということで、一旦、鋳物に替えたということになります。しか

しながら、こちらの方も腐食が起こったということで、ステンレスの方に切

り替えたということになります。 

 

○司会  

次にある方。はい、そちらの方。 

 

○読売新聞 中島 

Ｑ：読売新聞の中島です。東電の松本さんに。今の件と関連しますが、ならば 

 ステンレスなら大丈夫なのかという気がしてくるんですが。例えば応力腐食

割れとか、その辺の検討はもうされているんでしょうか。それと、3号機の窒

素の件ですが、これはいつ頃、注入、封入ができるというスケジュール、見

通しを教えてください。 

 

Ａ：（東電）元々こちらの方、母管の方はステンレス製でございますので、 

 耐食性の面では問題なかろうというふうに思っております。また、応力腐食

割れも、この部分は溶接構造ではございませんので、いわゆる応力腐食割れ

ということの懸念はないというふうに思っております。なお、やはりねじ山

等での接続口でございますので、そういった面でリスクとしては、漏えいの

リスクは依然として、塩ビ、それから鋳物よりも強いとは思いますけれども、

リスクそのものが全くゼロになったというわけではないと思っております。 

それから、3号機の窒素封入でございますけれども、こちらは本日配管の接続

工事は終わりましたけれども、現在、保安院さんの方で、私どもの報告書の

審査をしてくださっているという状況でございますので、その評価結果が出

次第ということになります。 

 

Ｑ：追加で、その配管接続の方ですが、2日前、漏れたときに、水平展開の話 

 をされていて、1個同じものが使われているということで、それについても交

換するかしないかというところまで聞いていましたが、あれはどうなったん

でしたっけ。 

 

Ａ：（東電）今のところ、まだ漏えい等の兆候もございませんので、現時点では 

引き続き塩ビの接続金具といいますか、治具で運用をしております。今後、
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少し様子を見ながら運転していく中で、交換が必要かどうかについては判断

したいと思っています。 

 

○司会  

次に質問のある方。この列の。 

 

○NHK 山崎 

Ｑ：NHK の山崎です。松本さん、済みません。今の方の質問にも少し関連するん 

 ですが、アルバの薬液で腐食が進んだところ、いま一つまだよく分からない  

 んですが、元々腐食するという硫酸系の薬が流れるというのは当然分か 

 っていたわけだと思うんですが、そもそもこのホースの接続とかホース自身

の設計のメーカーというのはどこなのかというのと、元々硫酸系のものが流

れる設備というかシステムだったんでしたっけ。それとも、今回のために硫

酸というものを使わないといけない、元々こういう硫酸が流れる部位ではな

かったというものを持ってこられたのか。多分、後者だと思うんですが、そ

の辺の事実関係をまず教えていただきたい。 

 

Ａ：（東電）基本設計はアレバでございますので、元々薬剤として硫酸第二 

 鉄を使用する予定の箇所でございます。したがいまして、当初から耐食性と 

 いう観点で塩ビの治具を使っていたものというふうに推定しています。ただ 

 し、今回のようにねじ切りのところがございますので、塩ビのねじ山のとこ

ろから亀裂が入って割れたのではないかと推定しています。今回、ですから

荷重に強い鋳物製に替えたわけでございますけれども、硫酸第二鉄という溶

水でございますので、亜鉛めっきを施した耐食性ということで採用いたしま

したけれども、やはりねじ山のところでこの硫酸第二鉄に浸食されたのでは

ないかというふうに推定しています。こういったところの配慮が少し足りな

かったではないかという思いがありますけれども、今後はステンレスに切り

替えたということになります。 

 

Ｑ：ありがとうございます。つまり、硫酸で腐食は当初から検討していたけれ 

 ども、そこの素材の使い方が少し甘かった、そういう理解でいいということ

ですかね。 

 

Ａ：（東電）はい、結構です。 

 

Ｑ：済みません、もう一つ。3号機の窒素封入に関して、計画線量の 10mSv を 
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 超えられた方がいる、作業時間が長かったためと。当然難しい作業をやって

らっしゃるのは理解しているんですが、具体的にどういう状況で超えられた

のかといったところを、状況をもう少し教えてください。 

 

Ａ：（東電）作業時間と申しますよりも、実際にはこの者は指揮者でございまし 

 て、現場に指揮者と 4 名が入ったわけでございますけれども、そういった指

揮者が現場で指揮をしている中で、高線量の位置にたまたま多く立っていた

というような状況ではなかったかというふうに推定しています。 

 

Ｑ：済みません、線量のところは大事だと思うので。これはたまたまどうして 

 そこに立ってらっしゃったんですか。そういうことがないために事前に調べ

て入っているということだと思うんですけれども、それはどうなんでしょう

か。 

 

Ａ：（東電）空間線量ですとか、個々のいわゆる高所作業車に関する遮へい等は 

 つけておりましたけれども、やはり、指揮をする上では、いろんな各所を見

て回るというということもございましたので、そういった観点から見ると少

し、人に衝立をつけて歩いていくわけにはいかなかったものでございますの

で、そういった意味では、この遮へいのない区間をしばらく過ごしたという

ような状況であったと思います。 

 

Ｑ：若干、これは理想論かもしれませんけれども、その指揮をされる方という 

 のは、そういったチェックをする行動もあり得るということを事前にある程

度予測して線量なんかも検討するのが多分、適切だったのかなあと思うんで

すけれども、その辺、改善の余地等というのはどうでしょうか。 

 

Ａ：（東電）今回、10mSv の計画線量に対して 13.5mSv でございますので、当然、 

 改善の余地はあろうかと思います。本人の方、ちょっとまだ聞いてございま

せんけれども、当時、自分の仕事として、多少、一生懸命になった部分があ

るのではないかと思っております。 

 

Ｑ：最後にします。この窒素封入をどうしても 17 日若しくは 19 日ステップ 1、 

 それに対して現場が少し無理な作業を急いでいるといったことというのは  

ないでしょうか。どうでしょうか。 

 

Ａ：（東電）急いでいるということはないと思います。作業自身は、原子炉建屋 
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 の南東コーナーの 2重扉からホースを引っ張ってきて、南西コーナーの 5m 上

のところの接続口に結びつけるという状況でございますので、作業自身は、

例えば本日も 15 分程度で終わっているというような状況でございます。した

がいまして、何か困難な作業を急いでやったということではありません。 

 

Ｑ：ありがとうございます。 

 

○司会  

政務官が到着しました。先ほど、政務官が来てから質問されるという方いら 

っしゃいましたが、いかがですか。 

 

○フリーランス 政野 

Ｑ：ありがとうございます。フリーランスの政野と申します。先日、金曜日に 

 伺ったことに関するんですけれども、政府内の被ばく線量についての認識が 

 どうも後退しているのではないかと伺った時に、どういうやり取りが国会の

中であったか分からないとおっしゃられましたので、確認をしてきたんです。

基準について妊婦や子どもさんを無視して作られているのではないかという

ことで、20mSv を超えるところについての基準を公明党の議員の方が尋ねたの

に対して、枝野官房長官がお答えをされているものについてです。枝野官房

長官は、その中で「放射線量が 100mSv 未満では、放射線ががんを引き起こす

という科学的な証拠はない」ということを 1 つ述べていらっしゃるのと、そ

れから「政府としては、万が一にも健康への影響が及ばないように、できる

だけ低い目標といいますか、基準ということで 20mSv としております。」とい

うことをお答えされているのと、もう一点、お子さんについては特別な配慮

をという、その 3 点を主にお答えされていると思うんですけれども、この 3

つとも国際基準とは相入れないものになっているという認識を、もう一度政

府に確認していただきたいと思っております。最新の国際基準 ICRP の勧告で

は、汚染地域内に居住する人々の防護の最適化のレベルは、そのパブリケー

ション 111 のところで、「1～20mSv の範囲の下方から選択すべきである」とい

う勧告があるということをしっかりと認識されているかどうかということを

確認させていただきたいのと。さらに、その 111 の方で、「長期の事故後状況

における最適化プロセスでは、1mSv/y であることが望ましい」ということが

書かれているということ。もう一つは、子どもに関していえば、パブリケー

ション 103 の方で、大人に対してはリスクが 3 倍と仮定することが慎重であ

ると考えるというような記述もありますので、その部分についてもう一度確

認をいただきたいのと。さらには、労働者に対してでさえ、100mSv 以下の認
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識はどうされているかというと、これは厚生労働省が「放射線被ばくと労災

認定の考え方」というペーペーの中で、「放射線防護においては、より安全を

期するための説として、被ばく線量が増加すれば、それに比例して、発がん

の可能性が増加する一定の確率がある」ということで、確率的影響というこ

とをしっかりと認めていらっしゃる点というのをもう一度確認していただき

たいのと。その確率的影響というものが、原子力安全委員会の方からのペー

パーで、「例えば 100mSv を 1 万人が被ばくした時、がんで死亡すると推定さ

れる人数は 55 人。1mSv を 1 万人が被ばくした時、がんで死亡すると推定され

る人数は 0.5 人」ということで、55 人が被ばくするか 0.5 人が被ばくするか

と、大きな差があるわけです。それを、先ほど読み上げたような枝野さんの

ような答弁をされて、それが政府見解であるとすると、1mSv を目指すという

ことを言っていることとは全く矛盾をしています。この点、確認をお願いし

たいのですが、いかがでしょうか。 

 

Ａ：（園田政務官）済みません、先日、金曜日でしたか、御質問いただいて、ち 

 ょっと私も認識不足で申し訳ございませんでした。いろいろお話をいただき 

 ましたけれども、政府としての認識については、この間、安全委員会からも

お伝えさせていただきましたけれども、確定的な影響の誘発という点でいく

と、100mSv までの呼吸線量、息では、どの組織も臨床的に意味のある機能障

害を示すとは判断されないというのが、今の安全委員会も含めて政府の考え

方だろうというふうに思っております。この間、1mSv に近づけるように、な

るべく低くするようにというふうに私、申し上げましたけれども、ICRP の私

の認識では、通常時が 1mSv が限度線量であると理解をしておりましたけれど

も、しかしながら、それが今は、通常ではない状況でございますので、そう

いった点では、そこから 20～50、そして 100 という形でその線量を、限度被

ばく線量として認識をしていただいているものではないかというふうに、私

は、理解をさせていただいておるところでございます。もし、補足があれば。 

 

Ａ：（原安委）補足というか、今、安全委員会が書いたペーパーを質問の中で引 

 用されたんですけれども、そこで 1万人当たり 55 人ががんになるというよう

な書き方がしてあるというふうにおっしゃいましたけれども、安全委員会の

ペーパーではそういう書き方は一切してございません。100mSv当たり0.0055。

つまり、生涯のがん死亡リスクを 0.55%上乗せする、そういう書き方をしてい

ます。それで、何人当たり何人がんになるという言い方は、こういう低い線

量の影響をいう言い方としては適切ではないということは、国連の放射線に

関する科学委員会の報告でも言われているということは、4月、5月頃、この
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会見でも何度か申し上げたところでございます。 

 

Ｑ：済みません、今、読み上げた、1万人が被ばくしたときにがんで死亡する 

 と推定される人数は 55 人というのは、ある議員が原子力安全委員会の方に問

いをされて、それに対する回答として議員室に送られているものです。それ

を私が入手をさせていただきましたので、御確認いただきたいと思います。 

 それと、事故時ということであれば、3 月 11 日から当初の 1 週間、2 週間と

いうのが 200 から 100 とういような認識でいておられてもいいと思うんです

けれども、いつ収束するとも分からない状況にいるという中で、いつまでも

緊急時ということで 100m まで大丈夫だというのは、その認識を改めた方がい

いのではないかということ、これは常識的にまず思いますし、もう一度役所

に帰られて、是非、ICRP のパブリケーション 111、2009 年の文書を確認して

いただきたいんです。繰り返しますが、汚染地域内に居住する人々の防護の

最適化のための参考レベルということで、1～20 の下方部分から選定すべきで

あるということです。これは、今、お答えいただかなくて結構ですから、も

う一度議論していただけないでしょうか。菅直人総理大臣の参与でしたか、

小佐古先生がやめられたときに、正にこのことを訴えてやめていかれたんだ

と思います。 

 

Ａ：（園田政務官）是非、私も確認をさせていただきますので、公の場の記者会 

 見でありますので、もし個人的にお話をするということでありましたら、い

つでも私も意見交換をさせていただきたいと思いますので、またそのときに

機会を見つけてよろしくお願いしたいと思います。 

 

Ｑ：済みません、意見交換とか個人的意見とかではなくて、政府見解としてと 

 いうことです。最後です、もうお答えいただかなくて結構ですが。 

 

Ａ：（園田政務官）はい、分かりました。 

 

Ｑ：よろしくお願いします。 

 

○司会  

次に質問ある方。その前の、そちらの方。 

 

○東京新聞 森本 

Ｑ：東京新聞の森本と申します。東電の松本さんに伺いたいんですけれども、 
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先ほども質疑で出た、3号機の窒素封入に伴う被ばくの関係で、まず計画線 

量を超えた人は指揮者だというふうにお話がありましたが、計画線量を超え

たのは、この指揮者 1 人でよろしかったでしょうか。できれば 5 人の被ばく

の程度の内訳まで伺いたいのと、もう一つは、被ばく線量を超えた理由につ

いて、分かりにくかったんで、もう一度改めて原因を説明していただきたい

んですけれども。 

 

Ａ：（東電）内訳はちょっと持っておりませんので、最大の者と、13.5mSv とい 

 うことで御報告させていただきました。理由でございますけれども、現場で 

 4 人の者が作業をしておりますので、1階のフロアのところで指揮をとってい

たということではないかというふうに推定しています。また、状況は正確に

は聞き取っておりませんけれども、1階の南東コーナーの 2重扉から、実際の

作業現場における南西コーナーの機器ハッチの上5mのところでございますけ

れども、そこの作業員が接続工事をやっておりますので、その間の配管の引

き回しの点検だとか、その他敷設作業に従事する者、接続している作業を実

際にする者等の指示、それから確認等をやっていたというふうに考えており

ます。 

 

Ｑ：関連なんですけれども、まず最初の質問なんですけれども、内訳はよく分 

 からないというお話だったんですが、計画線量を超えられたのは、その指揮

者のお一人でよろしいんですか。 

 

Ａ：（東電）最大値だけ報告を受けておりますので、今のところまだ分かってお 

 りません。 

 

Ｑ：それは分かるのですか。 

 

Ａ：（東電）いえ、最大の者が 13.5 で、最小の者が 3.54mSv ということになり 

 ます。計画線量を超えたのはこの 1 名だけです。当社の社員 8 名でございま

すけれども、残りの 7名は計画線量以内ということになります。 

 

Ｑ：済みません、もう 1点だけ。作業時間というのは、先ほど 15 分間だった 

という話だったと思うんですけれども。 

 

Ａ：（東電）はい、そのとおりです。 
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Ｑ：これは予定どおりの時間ですか。 

 

Ａ：（東電）はい。ほぼ予定どおりです。 

 

Ｑ：ありがとうございます。 

 

○司会  

次に質問のある方。じゃあ、まだ当たってらっしゃらない、そちらの男性の 

方。 

 

○フリー 木野 

Ｑ：フリーの木野です。先ほどの ICRP の勧告、緊急時被ばくの話の関連なんで 

すが、以前、安全委員会の加藤さんの方に、緊急時被ばくと現存被ばくが併 

存しても大丈夫というお話をお伺いしたんですけれども、例えば今、福島の

域内で、どの辺りが緊急時被ばくのエリアになって、どの辺りが現存被ばく

として想定されるのかというようなことは検討されてますでしょうか。 

 

Ａ：（原安委）そこは、ICRP の勧告の中で、そういう考え方が示されているわけ 

 でありまして、政府として、じゃあどのエリアが ICRP で言っている緊急被ば 

 く状況かというような特定というのは、特にしていないわけですけれども、

ただやはり、避難地域、あるいは計画的避難地域になっているところは、や

はり緊急時被ばく状況であるということで、そういった考え方に基づいて、

避難あるいは計画的避難という防護策をとっているわけであります。一方、

今回、発電所から出た放射性物質の沈着によって、通常より放射線レベルが

高くなっている地域があるわけでありまして、こういったところについては、

被ばく低減の努力などは、ICRP の勧告で言う現存被ばく状況の考え方、そう

いった地域での放射線防護の考え方にのっとって対応していくべきものとい

うふうに考えておりますし、現に、いろいろな除染の努力、あるいは線量低

減の努力というものは、そういった考え方を参考にして、関係省庁でいろい

ろ、あるいは地元、県、自治体で取り組まれているというふうに認識してお

ります。 

 

Ｑ： ありがとうございました。関連で、園田政務官にお伺いしたいんですが、 

 今の話であったように、要するに ICRP の勧告の中でも、現存被ばくと緊急時 

 被ばく、これは明確に分けられていて、少なくとも、福島の市内であるとか、 

 避難地域外のところに関しては緊急時ではないという考え方の方が、少なく
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とも学校も通っていますし、適切ではないかと思われるんですが、その場合、

1～20 の現存被ばくの中で低いところをとると当然年間 1mSv くらいになると

思うんですね。結局、政府の方でそういった共通の認識がないのが、以前、

学校の問題でもめましたけれども、文科省の方から 5 ミリという数字が出て

きたりだとか、いまだに取りあえず 1 ミリを目指すということを文科省さん

はおっしゃっておられて、東電さんも努力もされてますけれども、これは文

書になった形できちんとそこに抑えるという形にはなってないし、非常に何

か対応の甘さが透けて見えるような印象があるのですけれども、その辺、政

府の認識としてはいかがでしょうか。 

 

Ａ：（園田政務官）まず、文部科学省さんの方でしっかりと文書にはしていただ 

 いているようであります。先ほどの話にも関連させていただきますけれども、 

 政府の考え方として、繰り返しになりますけれども、平常時は 1mSv 以下であ

る。これは通常の運転による放射線の影響をできるだけ低く抑えるための、

厳しい放射線防護のレベルという形で考えさせていただいている。事故収束

後の汚染による現存被ばく状況では1～20mSv/yの範囲であるという考え方を

とらせていただいていまして、復興に向けて管理に関する決定をしなければ

ならない時点で意図しない放射線源が存在する状況をいうという形を今、採

用させていただいているということでございます。先ほど来、話が出ている

ICRP の 111 のレポートを確認はさせていただいて、次回にまた、御報告は申

し上げたいと思っておりますけれども、現存においては、この ICRP の 2007

年の基本勧告に基づいて、安全委員会の適応は適切であるというふうに、私

ども政府としては統一して見解を出させていただいておるところであります。 

 

Ｑ：であれば、先ほども 20 から 100 のうち、緊急時の場合は下方からとって 20 

 というお話がありましたけれども、1 から 20 のうち 1 に当面はすべきではな

いかと思うんですがいかがでしょうか。 

 

Ａ：（原安委）当然、1に近づけるべくというか、なるべく低く抑えていきたい 

 というのが、私どもの考え方であります。 

 

Ｑ：分かりました。もう 1点。これも先ほどの関連なんですが、金曜日もお伺 

 いしたんですけれども、枝野長官の、100 を超えないとがんのリスクは増えな

いというあの発言なんですけれども、要するに安全委員会の方でも、明確な

形では出ていないけれども、分からないものは分からないとするのではなく

て、そこには当然リスクがあると。アメリカの科学アカデミーの方でも、線
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量によるしきい値はなく、低線量でもそのままリニアに影響がするというこ

とははっきり予想しているという形で、分からないという形ではなくて、予

想できるという書き方で報告書を出したりという事実もありますので、あの

発言に関しては、きっちり確認をしていただいて、もし可能であれば訂正し

ていただけると有り難いなと思うんですが、お願いいたします。 

 

Ａ：（原安委）訂正ということではありませんけれども、現時点で私どもが理解 

 をさせていただいているのは、官房長官の御発言にあるように、100mSv 以下

における影響というものは科学的な状況において認められていないと。 

 

Ｑ：済みません、それは 100mSv にしきい値があるという意味でしょうか。だと 

 したら、明らかに間違いだと思うんですけれども。 

 

Ａ：（原安委）いや、だからしきい値はないですよね。ないからこそ、影響とい 

 うものが当然ながら科学的に認められていないという状況がありますので、

そういった面では分からないからこそ、ICRP では直線的に線を引っ張ってき

ている。あるいは、ヨーロッパの方のではまた違う科学的な根拠に基づいて、

放物線のような図柄が描かれているという状況がありますので、現時点でど

れが正しいという客観的な、あるいは科学的な証拠というものが存在してい

ないということがございます。したがって、我々としは、この ICRP の基本的

な考え方にのっとって、それを適用させていただいているということであっ

たはずであります。 

 

Ｑ：済みません、その 100 以下の影響に関して、分からないというのではなく 

 て、学説として影響が出るだろうという予測があるということも含めて、そ

うしましたら確認の方、御願いできますでしょうか。 

 

Ａ：（原安委）様々な形で学説的にはあるというふうに私も聞いておりますので、 

 どれが定説であるか、あるいはそれがきちっとした形で確立されているもの

であるのかということは、引き続き確認作業というものをいろんな場面でし

ていきたいとは思っています。 

 

Ｑ：お願いします。少なくとも、枝野長官の国会での 100 を超えないとがんの 

 リスクは大きく増えないという言葉は、明らかに誤解を含むものだと思いま

すので、その辺も確認をお願いします。 
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○司会  

次に、じゃあ、後ろのそちらの方。 

 

○NPJ 吉本興業 おしどり 

Ｑ：NPJ 吉本興業のおしどりです。よろしくお願いします。まず、保安院の森山 

 さんにお願いします。ストレステストの関連で、解析コードについてなんで

すけれども、日本はシビアアクシデントの解析コードが、大部分が導入で自

国のものがなく、現段階ではほとんど整備か開発なんですけれども、40 年間

原子力を使ってきた国として、自国でのシビアアクシデントの解析コードが

ないという点について、事故後のフォローアップがきちんとできないのでは

ないかと思うんですけれども、その点について評価をお聞かせください。あ

と、東京電力の松本さんにお願いします。以前から、5月ぐらいからお聞きし

ているんですけれども、ときどき 1Ｆから夜に出る白煙の放射性物質の概算で

いいので Bq 数を教えてください。あともう一点、5 月に心筋梗塞で亡くなっ

た作業員の方が労災申請をされるということですけれども、これは東芝の協

力会社の方なので、東芝への申請ということなんですけれども、熱中症と過

酷な労働環境ということでの労災ということで、しかし、平成 20 年の厚労省

の原爆症認定に、放射線起因性が認められる心筋梗塞というのが付け加えら

れました。ですので、作業員の方の心臓の臓器の等価線量を測っていった方

がいいのではないかと思うんですけれども、その点についてはいかがでしょ

うか。よろしくお願いします。 

 

Ａ：（保安院）まず保安院からでございます。シビアアクシデントのコードにつ 

 きましては、もちろん日本でも旧原子力研究所において、研究・開発がされ 

 ているという事実がございます。確かに、現在使われているもの、今回、使

いましたコードは、元々アメリカで開発されたものということはそのとおり

でございます。これから先は、保安院という立場でどこまでお話しすべきか

という問題がありますけれども、やはり日本としてそういった研究というも

のを積み重ねながら、コードの開発というものも重要な課題ではないかとい

うふうに思っております。 

 

Ｑ：分かりました。例えば、フランス、アメリカ、ロシアなど、他国に原発プ 

 ラントを売っている国は、必ず自国の解析コードを持っているんですけれど

も、以前、保安院の古作さんが炉心の解析で MELCOR で解析されたんですけれ

ども、NRC の主導のもと解析をされたとおっしゃっておられまして、外国での

解析コードはクロスチェックとして用いるべきで、まず自国で解析をするべ
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きではないか、そして原発プラントを売る以上、自国の解析コードを持つべ

きではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

 

Ａ：（保安院）原発プラントを売る、売らないの話は、保安院からなかなかお答 

 えする立場にはないと思いますが、クロスチェックにつきましては、事業者

が使ったものと別のコードで行うというのが基本ですので、もちろん、その

事業者が使うコードもそれなりに実績のあるもの、十分な検証をされたもの

ということも審査の中で見ながら、しかし、クロスチェックをする際には、

現実には、今、日本で使われているコードの多くは、アメリカで元々開発さ

れたものが多いわけですけれども、事業者とは異なるものでチェックをする、

これはクロスチェックの基本だと考えております。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございます。 

 

Ａ：（東電）東京電力でございますが、現在、原子炉建屋からどれくらいの放射 

 性物質が放出されているかにつきましては、現在評価中でございます。評価

が終わりましたら、皆さまの方に公表させていただきたいというふうに考え

ております。それから、5 月 14 日に亡くなられた作業員の方でございますけ

れども、死因につきましては、警察の方の調査によりまして、心筋梗塞とい

うふうに判断されております。作業と死因の関係につきましては、確定的な

ことは私どもの方から申し上げられませんので、こういった警察の調査、そ

れから労働基準監督署の御判断になろうかと思っております。 

 

Ｑ：分かりました。建屋から出ている放射性物質は評価中ということで、以前、 

6 月末に発表する、そして 7月頭に、そして 7月中旬にということでお聞きし

たんですけれども、大体どれくらいの時期に教えていただけますでしょうか。 

 

Ａ：（東電）7月中には公表できると思っております。 

 

Ｑ：7月末ということですか。 

 

Ａ：（東電）そうですね。7月末まで待つかどうかは別にいたしまして、準備が 

できましたら公表したいと思っております。 

 

Ｑ：分かりました。以前、678mSv など高線量の被ばくをされた方がおられまし 

 たが、その方の心臓の等価線量は測っておられるんでしょうか。 
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Ａ：（東電）いえ、測っておりません。ほとんどがヨウ素によります甲状腺被ば 

 くになります。 

 

Ｑ：分かりました。その測らなくていいという指示は、どこの専門家がされて 

 いるのでしょうか。 

 

Ａ：（東電）測らなくていいという指示が出たかどうかは確認しておりませんけ 

 れども、こちらは放医研の方の健康診断を受けたということでございます。 

 

Ｑ：分かりました。ありがとうございました。 

 

○司会  

次に質問のある方。それでは、後ろの方、それから、そちらの方、その次、

そちらの方。 

 

○ニッポン放送 畑中 

Ｑ：ニッポン放送の畑中と申します。松本さんに伺います。先ほどから出てお 

 ります汚染水の処理システムのトラブルの件ですが、トラブルがちょっと相

次いでいるということで、いま一度お聞きしたいんですが、こうしたトラブ

ルというものは、工程表の中のいわゆるバッファーのようなものとして想定

されているんでしょうか。以前、悪天候などの影響については、そうなって

もいいように、少し余裕を持たせた日程を組んでいるというようなお話を松

本さんから伺ったんですが、この汚染水処理装置については、そのようなバ

ッファーは工程表の中で設けられているんでしょうか。 

 

Ａ：（東電）バッファーという質問の御趣旨がちょっと。 

 

Ｑ：予備日とか、こういうトラブルがあると当然日程が遅れていくかと思うん 

 ですが、そうなっても工程表的には問題のないような、そういった余裕を持

った日取りを組んだ上の工程表になっているのかという意味です。 

 

Ａ：（東電）分かりました。そういう意味では、この工程表、いわゆる道筋にお 

 きましては、安定的ないわゆる水処理システムの設置をして、それを運用し

ていくということでございますので、まず見通しといたしましては、何を何 t

まで処理するということの具体的な予定といいますか、何日遅れみたいな話
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は、元々工程表、道筋自身には設けておりません。ただ、私どもが当初、こ

の水処理システムを設置した段階の総量といたしまして約 20万 tの水を処理

する、それから 1,200t/d で処理をするとすると年末までには処理が終わると

いうような見通しはもっております。したがいまして、今のところ、こうい

ったトラブル等がございまして、稼働率が約 80%を切るというような状況でご

ざいますので、この見通しを達成するためには、今後、稼働率の向上が必要

であるということで、今、改善を考えているところでございます。 

 

Ｑ：いずれにしても、その工程表の見直しには盛り込まれていくという解釈で 

 よろしいんでしょうか。 

 

Ａ：（東電）工程表の見直しというか、こちらの方の記載そのものは余り変わら 

 ないのではないかと思っていますが、そういう意味では、建屋内の処理水の

完了そのものは、中期的課題という形で取り上げておりますので、そういっ

た中で考えていくことにはなろうかと思います。 

 

Ｑ：そういったトラブルが相次いでいることで、我々から見ますと非常に不安 

 視するところが多いんですけれども、これは不安視するような類のものなん

でしょうか。ちょっとそこら辺、改めてお答えいただけますか。 

 

Ａ：（東電）私どもの方が何かこちらの方を不安視するということではございま 

 せん。水処理システムは、最初稼働した当初から見ますと、稼働率で申しま

すと、一番最初は 10 日間で 55%、先週、公表した際には 76%という形で、徐々

に向上いたしておりますので、今後、更なる稼働率の向上に取り組んでいき

たいというふうに考えています。また、発生したトラブルに関しましても、

何か水処理システムそのものに致命的なエラーがあるですとか、あるいは、

水処理システムそのものが稼働不能になるというような状況ではございませ

んで、今回のケースを見ますと、接続金具の問題であったり、以前は水位設

定の問題、ラプチャーディスクの問題といった、解決可能な、しかも短期間

で解決可能なトラブルというふうに考えております。 

 

Ｑ：ありがとうございました。 

 

○共同通信社 須江 

Ｑ：共同通信社の須江と申します。東電の松本さんと保安院さんに伺いたいん 

 ですけれども、先ほど、細野大臣に伺った窒素封入の位置づけについて、改
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めてお聞かせください。6月のときの工程表の見直し発表で、ステップ 1の安

定冷却に向けての作業で遅れていたのは窒素封入の作業だと思うんです。ほ

かの重要事項は進捗の早い遅いはあるにせよ、それなりに手はついていると

思いますけれども、窒素封入が始まれば、ステップ 1 をクリアしたともいえ

るだけの大きな山場は越えた、課題は越えたと見てよいのでしょうか。お考

え、位置づけを改めてお聞かせください。よろしくお願いいたします。 

 

Ａ：（東電）まだ窒素封入そのものが開始できているわけではございませんので、 

 今の時点で何とも申し上げる段階ではないと思いますけれども、今の段階で

接続配管の工事が終わっているということでございますので、保安院さんの

了解が得られれば窒素封入は開始できるという段階までは来たということに

なります。 

 

Ａ：（保安院）保安院でございますけれども、全体的には、様々なトラブルはあ 

 るものの、着実に進んできているのではないかというふうに評価をしており

ます。しかしながら、保安院といたしましては、安全を 1 つ 1 つチェックを

していくということが重要でありまして、この窒素封入につきましても、報

告書を東電から受け取って、現在、評価をしております。先ほど、細野大臣

のお話にもありましたように、次の改定が19日ということでございますので、

窒素封入に係る安全の確認も含めて、1つ 1つ必要な安全の確認というものを

進めてまいりたいと思っています。 

 

Ｑ：両者にもう一度お願いしたいんですけれども、もちろん、今日の時点では 

 まだ配管がつながっただけですので、これから注視していく必要ありますが、

窒素封入が始まったとすれば、ちゃんと窒素が入ればという仮定でお伺いし

たいのと、それだけではまだ大きな山場を越えた、ステップ 1 のクリアに向

けた課題は越えたと言い切れないのであれば、窒素封入のほかにネックとし

ている箇所、まだまだというより、大きな課題は何があるとお考えでしょう

か。追加、その 2点でお願します。 

 

Ａ：（東電）まず窒素封入に関しましては、順調に起動して封入が開始できたと 

 すると、こちらに関しましては大きな問題はないものというふうに判断をし

ております。それから、全体の方、いわゆる道筋、ロードマップでございま

すけれども、こちらに関しましては、19 日に総括して評価したいというふう

に考えております。 
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Ａ：（保安院）窒素封入は、安全を確保する上でも大変重要でございますので、 

 そういう意味からして、1号、2号、3号の窒素封入が実現するということは、

この原子力発電所のリスクを下げるという意味で、非常に重要なステップと

いうふうに認識しております。保安院もそういう観点から、もちろん、窒素

封入に伴ういろんなことを検討する必要がございますけれども、安全の確認

をしてまいっているわけでございます。それから、19 日が次の工程表の見直

しということでございますけれども、まだその水処理にしましても、今、ト

ラブルも出ておりますので、そういうところも丁寧に見ていく必要がござい

ますし、東京電力に対しましては、本日のトラブルも含めまして、しっかり

とした信頼性の向上に努めていただきたいというふうに思っております。 

 

Ｑ：済みません、確認でもう一点だけ。まず、松本さんには、今、大きな問題 

 はないと考えているとおっしゃったのは、安定冷却に向けて大きな問題がな

いものと考えている、そういう捉え方でよろしいんでしょうか。あと、保安

院の森山さんに、今、安全を検討する必要のある水処理に向けてのトラブル

があったのでとおっしゃいましたけれども、そうしますと、水処理のトラブ

ルの懸念、この窒素封入がうまくいくかという心配はありますけれども、今

のところ保安院として捉えているさっきの課題、懸念という点では、窒素封

入がうまくいくかと、水処理が安定的に動いていくか、その 2 点でよろしい

のでしょうか。確認だけ、2点お願いします。 

 

Ａ：（東電）まず、東京電力からお答えさせていただきますけれども、現場の様々 

 な努力の成果といたしまして、安定冷却というステップ 1 の目標にはかなり

の程度近づけているんではないかというふうに思っております。循環注水冷

却も開始いたしましたし、その際にはバックアップ、電源ですとか、代替の

ポンプ、あるいは代替の給水源といいますか、そういった水源等も含まれて

ましても、安定的と言うにふさわしいものが実現できつつあるのではないか

と思っております。そういったところを評価として 19 日は取りまとめて公表

したいというふうに考えています。 

 

Ａ：（保安院）まず、この工程表自体は政府・東電統合対策室で見直すというこ 

 とでございますけれども、保安院といたしましては、実施主体がしっかりと

取組みを進めておられることを安全面できっちり確認していくということが

役割だということを申し上げた上で、いずれにしても、この福島原子力発電

所の事故の収束を進めていくには、ステップ 1 が終われば終わりというわけ

ではないわけでございまして、それは一つの目標の節目ではありますが、ま
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だまだいろんなものがるわけです。その中で、もちろん、水処理は非常に大

事でございますし、現在、進めておられますシステムに加えて、8月には更に

追加的なシステムができる。それから、昨日、別途報告書を徴収しましたが、

使用済燃料プールの冷却、こういうことも、どちらかというとステップ 2 で

主としてということです。若干、前倒しという面もあるかも分かりませんけ

れども、これも大変、安全上は重要なテーマだと思っております。それから、

水の関係でいきますと、先ほど来、稼働率の問題もありますけれども、やは

り保安院といたしましては、より慎重に、保守的に考えておりまして、この

ためのバックアップタンクといいますか、そういったものも、今後、8月に入

って設置されるということでございますので、そういったことを、まだまだ 1

つ 1 つ、事故の収束に向けては、着実に進めていく必要があると考えており

ます。 

 

Ｑ：ありがとうございました。 

 

○朝日新聞 杉本 

Ｑ：朝日新聞の杉本と申します。 

東京電力の方にお伺いします。窒素封入の件なんですけれども、これまでの 

会見で、水素濃度が 1%以下か未満かというお話が何度か出ていたかと思うん

ですけれども、これは何か試算に基づくデータなのでしょうか。さらに、今、

例えば 3 号機の水素の発生量というのが大体どれぐらいなのかということは

推定はできていますでしょうか。含めて、もし仮に水素濃度が高まったとき

に可燃限界まで達するかどうかというのは、例えばシミュレーションなどは

あるのかどうか含めて教えてください。よろしくお願いします。 

 

Ａ：（東電）3号機に関しましては、2号機と同様、格納容器の水素濃度を直接 

 測れる計器が故障しておりますので、直接計測はできておりません。したが

いまして、評価ということになるわけでございますけれども、水素の発生量

といたしましては、水－ジルコニウム反応により発生した水素量と、水の放

射線分解により発生する水素及び酸素がございます。しかしながら、水－ジ

ルコニウム反応に関しましては、温度が下がっていることから、こちらの危

惧はほとんどないというふうに判断いたしております。それから、水の放射

線分解により発生する水素及び酸素の量を見積もりましても、格納容器内の

水素濃度は約 1%未満というふうに判断いたしております。したがいまして、

可燃限界でございます水素濃度 4%以上、酸素濃度 5%以上という状況にはこち

らの方は達していないというふうに判断しています。 
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Ｑ：ありがとうございます。水素の例えば 1日若しくは 1時間当たりの発生量 

 というところまでデータは出ているのでしょうか。 

 

Ａ：（東電）ちょっと、確認させてください。 

 

Ｑ：併せて、そのシミュレーションした結果、どれだけ容器内の圧力が下がっ 

 たとしても水素は 4%以上には達しないということになっているということで

よろしいかどうかも含めて教えてください。 

 

Ａ：（東電）はい。 

 

○司会  

次に質問のある方。はい、じゃあ、そちらの方。 

 

○NHK 大崎 

Ｑ：NHK の大崎です。保安院の森山さんに、ストレステストの件ですけれども、 

 期限をいつまでに原子力安全委員会に報告されるかという件で、日にち単位

でということですので、できる限り早くということなんでしょうけれども、

午前中も聞かれた部分であるかと思いますが、もう一度、例えば週内にとか、

目標時期という形でも示せないかということが 1 つと、それから具体的な内

容について、1次と 2次でもって、どういう形で進めるというような青写真み

たいなものがもう少しできていないか。要は、午前中よりももう少し詰まっ

た内容はないかということが 1 点です。東京電力の松本さんには、まず計画

線量というものの扱いを今どういうふうにされているのかということなんで

すけれども、作業ごとに立てられている計画線量がある種守られないという

か、ということに関しては、計画線量というのは、作業においてはあくまで

も目安という意味合いなのか。以前、ちょっと教えていただいたのでは、計

画線量があったら、その 8 割を大体目安にして、そのぐらいで収めるように

作業は組んでいくものなんだとういことを電力の方に教えていただいたよう

な気がするんですが、例えばアラームの設定をどうしているのかとか、その

辺りのことを教えていただきたいということが 1 つ。それもちょっと関係す

るんですけれども、今のアレバの水処理の話で、同じところで材料を変えて

いきながら、また水漏れが起きているというようなことも、これも経験から

学んでいくということは、すなわちそれも PDCA の一環なのかもしれないんで

すけれども、緊急時の対応なので、なかなか品質保証ということとどう両立
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させるかということは難しいとは思うんです。つまり、どこかの段階でやは

り信頼性の部分に重点を移していく段階というか、安全性がもちろん第一で、

その安全性を確保するということはもちろんなんですけれども、それを安定

的にというふうなところに、第 2 ステップは特にそういうところに行くわけ

で、信頼性の確保というふうなところのために、いわゆる品質保証のための

例えば体制づくりだとか、現時点において、そういうことを担われているの

がどこの部隊なのかというのは分からないんですけれども、もしからした 2F

とかにいるのかもしれないんですけれども、今の体制がどうなっていて、今

後、例えばそういう形での PDCA なんかを含めたチェック体制を重点的に見直

していくような考えはないかということの確認です。 

 

Ａ：（保安院）保安院でございますけれども、ストレステストの評価項目ですと 

 か、評価計画につきましては、今、できるだけ早く、スピード感を持ってと

いうことでやっておりますが、まだ具体的にいつというところまでは至って

おりません。内容につきましても、様々な検討を行っておりますので、まだ

こういったものだということを申し上げられる段階にまで至っておりません。

また、まとまりましたら、当然、原子力安全委員会に案として御報告をいた

しますし、そこは公開の場で当然、行わるものでございますので、そういう

中でしっかりと御説明をしてまいりたいと思っております。 

 

Ａ：（東電）東京電力でございますが、まず計画線量の考え方でございますけれ 

 ども、計画線量に関しましては、当該の作業に従事するに当たりまして、目

安としてこれくらいの被ばく線量以内に抑えようということで計画をした上

で作業に取りかかるというものになります。実際には、雰囲気の空間線量で

すとか、実際の作業手順、あるいは作業時間等を勘案して計画線量を錬ると

いうことになります。一方、計画線量が高すぎるというような状況になりま

すと、何とかしてこれを低くできないかというようなことに取り組むのが被

ばく低減の取組みということになります。したがいまして、今回は 10mSv で

実際に入っていって 13.5 という状況でございましたので、どういったところ

に問題があったのかというような形で、こちらの方を見直すということにな

ろうかと思います。今回、計画線量の基本的な考え方のお話ございましたけ

れども、この計画線量を超えないということで、例えば 8 割ですとか、そう

いったところを実際の被ばく線量という目標にして作業に従事するというこ

とはあろうかと思います。ただ、計画線量そのものを破ったから何かペナル

ティがあるですとか、あるいは、何かその後に非常な負担になるというよう

なことがありますと、今度は一様に計画線量を上げるというような行為に出
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かねませんので、そういった意味では、少しよく現場と相談しながら計画線

量を立てていく必要があろうかと思っております。それから、水処理システ

ムの故障の状況でございますけれども、御指摘のとおり、初期のトラブルを

脱した後は、比較的今度は安定した運用に持ち込むべく、信頼性の向上に取

り組んでいくということが必要だろうというふうに思っています。具体的に

は、今、第二原子力発電所の方で安定化センターが設置されておりますので、

安定化センターの方で、今後、こういった信頼性向上対策については取り組

んでいくということになりますけれども、今の時点で何か一斉点検をすると

かというような計画はございません。運営しながら、悪い箇所を直していく

というのが当面の対応ということになりますけれども、そういう経験を積み

ながら、より安定的な運転を今後半年間続けていきたいというふうに思って

おります。 

 

Ｑ：ちょっとだけ追加で。まずその信頼性の向上ということでいうと、安定化 

 センターというような形でされていますけれども、体制というのはどうなっ

ているのかということと、今後、拡充する予定があるのかということですね。 

 計画線量の方は、アラームとかでここまでで注意喚起、この線量になったら

というような、つまり累積でもってアラームを発するようなことというのは、

やられてなかったのかということなんですけれども。 

 

Ａ：（東電）まず、安定化センターについては、総勢で約 350 名の人間がおりま 

 すけれども、その中で、いわゆる水処理システムを担当する部がございます

ので、そちらの方が主に判断していくということになります。それから、ア

ラームの設定につきましては、4、8 というところでアラームの設定がござい

ました。 

 

Ｑ：そのアラームの扱いというのは、作業者の方、特に指揮者の方だというこ 

 ともあるんでしょうけど、個人で判断されて対応するということなんですか。 

 

Ａ：（東電）そうです。アラームが鳴りましたら、その者が聞きまして、今の地 

 点の線量を確認した後、その後、近づいていることを知りますので、片付け

に入って撤収するというような状況になります。失礼いたしました。安定化

要員は、福島第二の安定化要員といたしまして 350 人、それから第一原子力

発電所の方に 250 人という体制になっています。 

 

Ｑ：その安定化要員が、すなわちいわゆる信頼性の向上というか、平時で言う 
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 ならば品質保証のような担当ということでいいんですか。 

 

Ａ：（東電）いえ、この中に水処理プロジェクト部というのが設置されておりま 

 すので、そちらの方が、こういったトラブルシューティングですとか、安定

性、信頼性の向上を検討するということになります。 

 

Ｑ：はい、分かりました。 

 

○司会  

他にありますでしょうか。 

 

○NHK 石川 

Ｑ：NHK の石川ですけれども、園田さんにお聞きしたいんです。前々から聞いて 

 いた、アメリカのエネルギー省の 3 月時のモニタリングのデータというもの

については、どのようなことになっておりますでしょうか。既にいただいて

いるのかどうかということと、当然、日本政府としていただけるものだと思

いますけれども、その進捗状況を教えていただければと思います。 

 

Ａ：（園田政務官）はい。DOE のデータにつきましては、今、照会中でございま 

して、いまだ私の手元に戻ってきておりません。したがって、この場で先日

のどなたかのお答えをしなければいけないんですが、まだ、現時点でお答え

できるものはできていないというのが現状です。 

 

Ｑ：済みません、それから追加で、文部科学省の坪井さん、あるいは安全委員 

 会の加藤さんにお聞きしたいんですけれども、先ほど、東電の方からは、現

在の大気中への放射性物質の放出量を今解析中ということでございましたけ

れども、文部科学省、あるいは安全委員会の方で、例えば JAEA、日本原子力

研究開発機構、旧原研などを使って、東電とは別にそうした、どっちみち解

析になりますから、データをいただいて、放射性物質の放出と、住民に非常

に関心のあるところだと思いますけれども、クロスチェックの意味でも、そ

ういう解析を行っているのか、あるいは、JAEA の方に解析しろというような

指示を出しているのかどうか、お聞かせください。 

 

Ａ：（文科省）私の承知しているところでは、そのようなことは今、やっており 

 ません。というか、今、外部の敷地で測っているところで、そういう変化が

得られるような程度のものではないのではないかということかと思います。 
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 東京電力でやられているのは、正に敷地とか、建物の近傍での測定をやって

おられて、放出量を推定するということだと承知していますので、より距離

の遠いところの観測地からそういうことがなかなかできるような量ではない

のではないかというふうに思っております。 

 

Ｑ：JAEA でしたら、精巧なコンピュータも持っておりますし、SPEEDI も開発し 

 たところでございますから、そういうところであれば解析ができるのではな

いかと思いましたし、あるいは JAEA の方で独自にやっているかもしれません

けれども、お聞きしたわけです。 

 

Ａ：（文科省）念のため聞いてみたいと思いますが、SPEEDI とかも、言ってみ 

 れば、観測地点から逆算するというシステムです。念のため、聞いてみた 

 いと思います。 

 

○司会  

それでは、最後にさせていただきたいと思いますが、よろしくお願いします。 

 

○フリー 木野 

Ｑ：フリーの木野ですけれども。1つは松本さんに確認なんですが、先ほど計 

 画線量を超えた理由に関して、いろいろ推測できるというお話だったのです

が、これは今後、作業員の方に直接事実関係を確認する考えはないでしょう

か。文科省の坪井さんに、今の JAEA の件なんですが、JAEA であれば、多分、

専門家の方もいらっしゃるでしょうし、細かいデータがあれば、より放出量

の測定が早くできると思うので、例えば JAEA に敷地内でそういったモニタリ

ング等、ある程度の数値を取ってもらうだとか、敷地の周辺を含めてやって

もらうというのは考えられないでしょうか。お願いします。 

 

Ａ：（東電）東京電力でございますけれども、今回の 13.5mSv の被ばくをした者 

 については、聞き取り調査をする予定でございます。 

 

Ｑ：分かりました。 

 

Ａ：（文科省）敷地内に入ってやるかどうかということになるので、ちょっと確 

 認して、東京電力とも意見交換してみたいと思います。基本的には、いわゆ 

 る空間線量率を計ってもしょうがないので、ダストモニタリング、空気中の

ものがどういうようなものが観測されるかということになるんだろうと思い
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ます。これはもう前も安全委員会の方で、最初 SPEEDI で逆算したとき、放出

量が推定されたわけですけれども、いわゆるダスト中のデータが取れなくな

ったので、追加の放出量の推定はもう困難になっているということでありま

すので、そういった空気中のものがどこで測定できるか、どの程度できるか、

それに依存しているんだとは思います。 

 

Ｑ：分かりました。じゃあ、それ確認をお願いできますでしょうか。よろしく 

 お願いします。 

 

○司会  

他になければ、これで質疑を終わらさせていただきたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。それでは、以上で質疑を終わりにさせていただきます。最後

に、東京電力から、本日の作業状況について、説明があります。 

 

＜東京電力からの本日の作業状況説明について＞ 

○東京電力 

 それでは、作業状況を御説明させていただきます。原子炉への注水でござい

ますけれども、17 時現在、1号機は 3.4m3/h、2 号機 3.5、3 号機 9m3/h での注水

を行っております。圧力容器の温度といたしましては、大きな変動はございま

せん。格納容器の窒素の封入でございますけれども、本日 17 時現在、1号機は、

格納容器の圧力が 144.4kPa、窒素の封入量は、約 6万 3,800m3となります。2号

機に関しましては 15kPa で、窒素の総封入量は、4,300m3となります。それから、

使用済燃料プールの冷却環境でございますけれども、先ほど申し上げたとおり、

4号機のウェル及び機器貯蔵プールの水張りは、本日5tほど注入いたしまして、

中断いたしております。明日、当該の漏えいしたホースを交換いたしまして、

リークチェック後、水張りを行う予定でございます。2号機の使用済燃料プール

の水温は、17 時現在、35℃。3 号機は 31.6℃になります。タービン建屋のたま

り水の移送でございますけれども、3号機のたまり水をプロセス主建屋の方への

移送を行っています。また、6号機に関しましては、本日は、屋外の仮設タンク

からメガフロートへの移送を行っております。集中廃棄物処理建屋の水位です。

プロセス主建屋は、17 時現在、5,713mm ということで、午前 7時と比べますと、

51mm の上昇になります。雑固体廃棄物減容処理建屋ですけれども、建屋の水位

は 4,134mm で、午前 7時と比べますと、7mm の上昇になります。続きまして、ト

レンチの水位です。17 時現在、1号機はダウンスケール中。2号機は 3,581mm と

いうことで、午前 7時と比べますと、15mm の上昇になります。3号機は 3,752mm

ということで、午前 7時と比べますと、5mm の低下です。タービン建屋の水位で
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す。いずれも 17 時現在ですけれども、1号機は 4,920mm で変化ございません。2

号機は 3,581mm で、午前 7時と比べますと、13mm の上昇になります。3号機、4

号機は、3,645mm、3,662mm でございます。午前 7時と比べますと、8mm、2mm の

低下になります。1号機原子炉建屋地下1階の水位ですけれども、午後5時現在、

4,294mm で、午前 7 時と比べますと、13mm の上昇になります。それから、使用

済燃料プールの底部支持構造物の工事でございますが、本日は、8分の 5段目の

コンクリート打設を行っております。瓦れきの撤去になります。1、2 号機、タ

ービン建屋海側道路の瓦れきの撤去を行いまして、コンテナ 4 個分の回収を行

っております。累計量といたしましては、コンテナ 404 個ということになりま

す。それからロボットによります瓦れきの撤去は、本日、撤去済みの瓦れきコ

ンテナの移動を行っております。それから、循環型海水浄化装置でございます

けれども、本日は 2 系統ございます 1 系統、Ｂ系の方のゼオライトの方の交換

を行いまして、連続運転を再開いたしております。それから、原子炉建屋のカ

バー設置工事でございますけれども、2台目のクローラークレーンの組み立て工

事を行っております。 

 それから、3号機、原子炉建屋 1階の窒素封入作業でございますけれども、こ

ちらの方、繰り返しになりますが、13 時 30 分から 13 時 45 分にかけまして、窒

素封入の配管接続工事を終わっております。それから、同じく 3 号機の原子炉

建屋上部でのダストサンプリングでございますけれども、本日は、11時30分と、

15 時の 2 回、コンクリポンプ車を使いまして、原子炉建屋開口部でのダストサ

ンプリングを行っております。明日も同様に、ダストサンプリングを行う予定

でございます。福島第二のモニタリングポストでございますけれども、本日の

午後、15 時 5 分から 16 時 5 分にかけまして、№2のモニタリングポストの清掃

を行っております。明日は、№3の清掃工事を行う予定でございます。水処理装

置の状況でございますが、先ほど申し上げたとおり、16 時 28 分に、処理装置の

方を再開いたしまして、16 時 58 分に水処理装置としては、運転再開いたしてお

ります。漏れた水の量といたしましては、約 10L。セシウム 137 の濃度といたし

ましては、約 1.6×102㏃/m3という状況でございます。処理水の実績でございま

すけれども、本日午前 10 時時点で、約 1 万 9,810t になります。それから淡水

化装置でございますけれども、こちらの方、8 時の値でございますが、7,220t

ということになります。それから、冒頭申し上げた熱中症の者ですけれども、

こちらは 30 代の男性社員になります。福島第一の 5号機で、現場調査を行って

いたところ、その社員が福島第二の方に戻ってきた際に、3 時 40 分頃、体調不

良を訴えたということで、医務室での治療を受けております。意識はございま

して、自力歩行可能な状況でございました。点滴を受けまして、容体としては

回復に向かっているということになります。お医者様の診断では、熱中症の疑
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いというような状況でございます。それから、先ほど水素の発生量でございま

すが、3号機の窒素の発生量といたしましては、大目にといいますか、保守的に

見積もって、毎時 0.5Nm3/h でざいます。したがいまして、私どもとしては、窒

素を約 14m3//h で注入することで、可燃限界に達しさせないというようなことに

なろうかと思っております。東京電力からは以上です。 

 

○司会  

以上で、本日の会見は終わりにさせていただきたいと思います。なお、次回

の会見は、明日 16 時半から開催する予定でございます。変更がある場合もござ

いますので、詳しくは、改めてメールでお伝えさせていただきます。本日は、

ありがとうございました。 

 

 

 


